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租

税

A 
.A 

正

賞

現

難

の

紳

正

雄

戸

結
言
(
本
箇
目
白
的
)

能
力
由
大
小
に
謝

L
平
均
冊
負
婚
と
な
る
場
合
(
一
公
盆
上
由
理
由
に
出
る
も
の

A
龍
カ
あ
mv
乍
ら
免
桔
さ
る
A

場
令
的
能
力
な
き
に
凱

、

{

(

)

)

 

掛
さ
る
h
場
合

C
掛
の
自
滅
が
其
目
的
た
る
場
骨
D
一
方
に
利
盆
他
方
に
負
婚
と
な
る
場
骨
二
醸
稀
技
術
上
及
枚
入
政
策
上
山
理
向
に
山
る
も
白

(

(

 

川
一
所
得
松
町
枇
盆
脆
叫
交
誼
軸
一
切
消
費
砥
町
地
方
揖
)

(

{

{

(

{

 

第
二
段
曲
カ
な
さ
人
に
負
揖
せ
し
め
ら
る
お
場
骨
向
指
力
な
き
人
由
意
義
一
同
第
一
義
に
於
け
る
無
能
力
者
負
婚
由
揚
骨
同
品
主
義
に
於
吋
る
無

}

}

 

拙
力
者
負
掲
の
場
合
川
刷
会
主
白
理
由
に
出
る
も
由
印
謀
酷
技
術
HA
牧
入
政
策
上
回
理
山

ι由
る
も
白
判
所
得
枕
削
牧
植
松
山
山
交
週
一
軸
附
泊
費
税

}
 

何
地
方
枕
)

}

}

}

 

第
三
段
能
力
あ
る
人
目
負
据
止
兎
ず
る
場
合
(
一
公
盆
上
由
理
由
に
出
る
も
の
二
課
枕
技
術
及
収
九
政
策
上
回
理
由
に
出
る
も
白
判
所
得
酷
防
牧

{

(

[

{

 

盆
一
甜
川
交
週
一
駒
山
一
消
費
一
柑
)

結
論
{
長
文
由
要
旨
)

第
一
段

緒

三圭-
Q 

租
税
の
配
分
に

τは
会
正
を
旨

Z
L、
随
力
原
則
に
依
る
こ

F
e肝
要
E
湾
す
。
併
し
賞
際
に

τは
栓
訟
を
作

議

祖
結
公
正
白
貨
現
離

論

第
二
十
一
穆

(
第
亙
揖

-七】
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E
五
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λ
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山
ハ
玉
大

る
正
き
に
も
、
立
法
機
関
に
於
り
る
勢
力
関
係
に
よ
ち
て
此
会
正
の
破
ら
毛
、
こ
ご
が
生
じ
得
る
ば
か
ち
で
な

一
日
一
出
来
た
所
の
一
聴
会
正
ピ
古
る
ア
き
の
税
が
其
納
税
上
に
、
夏
に
は
櫓
税
上
に
於
け
る
負
館
回
避
に
よ

b
τ
此
会
正
の
彼
ら
る
、
こ
ぎ
の
る
を
免
れ
な
い
二
暫
ら
〈
納
税
上
擦
枕
上
の
祖
税
回
避
の
場
合
を
別
ご

L
、
組

税
立
法
上
に
於
り
る
会
王
維
持
に
就

τ之
を
見
る
も
、
夫
の
立
法
機
関
に
於
け
る
勢
カ
闘
係
に
よ
り
て
公
正
の
破

ら
る
、
ば
か

b
で
は
な
〈
、
政
入
政
策
上
の
必
要
並
に
課
税
技
術
上
の
便
宜
よ
b
L
τ
、
巳
む
を
得
十
会
E
を
破

る
ζ

ご
、
な
る
己
い
ふ
こ
芭
が
あ
り
(
位
一
)
、
加
之
、
租
税
の
ま
目
的
芭

L
て
牧
入
の
外
に
間
々
、
会
盆
が
来
た
り

(
監
ニ
)
、
此
が
一
層
重
き
を
成
し
其
潟
め
能
カ
原
則
を
破
b
τ
、
能
力
な
き
者
に
課
税
L
、
能
カ
あ
る
者
を
苑
す
る

こ
E
、
な
b
、
ヌ
仮
令
相
官
に
牧
入
を
重
税
し
て
居

τも
、
之
に
ぬ
縫
目
的
の
伴
は
し
め
ら
る
、
の
結
果
は
、
費

し
〈
龍
カ
原
則
を
破
b
τ
配
分
き
る
う
』
吉
、
も
な
る
。
其
錦
め
能
力
な
き
者
に
課
す
る
こ
E
は
多
〈
は
な

νり

れ
ど
も
、
能
カ
め
る
者
を
兎
・
ず
る
こ
ピ
は
頗
る
多
い
。
夏
ら
に
は
又
能
カ
に
相
臆
し
た
る
負
携
を
分
配
せ
ぎ
る
こ

吉
、
も
な
る
(
陸
一
一
三
。
比
放
入
政
策
、
課
税
技
術
、
並
に
乱
世
盆
上
よ
・
り
し
て
通
例
生
守
る
所
の
目
白
正
の
破
壊
を
説
明

す
る
こ
ご
は
、
税
の
本
健
を
明
か
仁
す
る
仁
於
て
必
要
正
思
ふ
仁
闘
っ
て
、
下
に
特
仁
我
闘
の
制
度
を
土
壷
正
し

て
之
を
解
説
し
て
見
ゃ
う
ご
思
ム
。

カ
ン
ナ
ン
出
、
平
等
と
組
関
(
鎧
稲
費
、
多
枚
、
周
仲
力
、
所
得
よ
り
の
宝
帥
、
週
腕
防
止
を
合
む
)
と
を
比
較
し
て
、
平
等
白
方
、
一
回
盾

》4
 

弱
し
と
し
た
白
は
、
枇
入
政
策
よ
鵠
積
技
術
以
上
白
盟
向
よ
り
品
正
を
破
る
こ
と
あ
る
自
在
過
重
蹴
し
た
自
で
あ
る
.

(
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(
住
ニ
)

、，

此
場
合
、
収
入
白
金
(
生
ぜ
な
い
こ
之
は
事
貨
と
し
て
は
あ
り
得
る
が
、
批
-
て
も
此
に
枚
入
可
槌
は
あ
る
吋
租
税
に
於
け
る
牧
入
ょ
の
主

目
的
は
時
間
る
。

(
健
三
)

即
ち
賀
際
の
租
税
臨
分
に
て
は
、
能
力
原
則
を
主
と
す
る
が
、
併
し
公
益
逝
比
原
則
也
、
考
胤
せ
ら
れ
、
共
上
に
も
肱
入
政
策
上
並
に
部
品

技
術
上

zdを
ぬ
す
外
な
い
。
モ
ン
パ

i
ト
は
、
此
闘
師
走
い
ひ
表
は
す
に
、
鵠
枕
上
に
は
請
の
原
則
が
あ
っ
て
、
給
付
能
力
原
則
、
費
産
町

得
草
邸
、
不
捗
厨
仙
時
草
棋
の
原
則
の
外
、
凡
べ
て
の
時
代
に
於
て
、
租
税
期
論
及
租
枕
世
筑
」
白
原
則
た
る
諸
山
原
則
あ
り
と
い
ム
訓
を
以
て

し
、
ロ
ヅ
シ
ア
l
目
、
人
間
同
一
舵

ω
弱
酷
山
錦
め
、
租
枯
公
正
が
各
園
。
努
む
J
1

脅
瑚
想
て
は
あ
ワ
た
が
、
而
か
も
最
且
山
闘
民
の
札
制
具
の
政

府

γ
も
が
、
之
監
完
全
に
は
注
し
な
か
っ
た
。
慨
に
越
〈
べ
か
ら

f
z租
軸
徴
収
概
闘
の
不
完
全
白
銘
め
に
、
多
様
な
る
租
桔
開
館
現
象
的
処
め

に
、
併
し
主
と
し
て
は
大
な
る
人
的
相
法
(
其
は
一
人
前
り
同
一
の
財
産
見
は
所
枠
制
に

C
も
・
断
る
持
っ
た
抑
制
済
上
山
力
量
生
ず
る
所
心
)
由
鵠

め
で
あ
る
(
封
。
中
、
租
枇
徴
牧
掛
耐
の
不
完
金
と
、
此
人
的
相
違
を
十
分
に
考
慮
す
る
ζ

と
白
山
車
な
い
の
と
は
、
づ
ま
り
課
枕
技
術
よ
白
原

凶
に
よ
る
も
の
で
あ
る
)
。
〉
此
外
に
出
血
は
公
一
止
版
則
自
悪
意
志
る
又
は

9
〈
止
も
不
情
な
る
破
損
白
樺
山
由
例
量
供
す
る
(
其
は
立
怯
上
白
事

の
錦
め
』
と
い
ふ
て
尉
る
。

第
一
段

能
力
の
大
小
に
封
し
不
均
衡
責
措
さ
な
る
場
合

ト
一
公
盆
上
の
理
由
|
|
よ
b
L
て
仏
能
力
ゐ
h
な
が
ら
も
兎
殺
せ
ら
る
、
場
合
が
あ
る
が
、
此
場
合
に
は
之
が
兎

税
の
特
典
に
輿
か
っ
た
者
正
、
之
が
特
典
に
輿
か
ら
ぎ
る
者
正
の
聞
に
不
均
衡
な
る
負
擦
を
生
中
る
o

此
は
日
目
盆

上
の
理
由
の
あ
る
こ
ど
村
い
か
ら
認
め
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
が
、
併
し
兎
も
角
会
一
中
原
則
に
は
反
す
る
。
的
脅
し
〈
会

盆
上
の
理
由
か
ら
能
力
な
き
に
拘
ら
十
諜
せ
ら
晶
、
こ
正
問
地
札
の
如
き
も
の
に
て
も
、
能
力
な
き
問
地
が
之
を

讃

論

租
粧
品
正
由
貿
現
難

錦
二
十
一
巻

(
第
五
班
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ハ
宜
八

議

租
粧
品
正
由
貿
現
難

第
二
十
一
審

{
第
五
埠

曲

課
せ
ら
れ
る
に
謝
し
、
能
力
あ
る
他
の
土
地
が
之
を
課
せ
ら
れ

5
る
こ
さ
は
、
龍
カ
原
則
の
上
か
ら
し
て
は
不
均

衡
負
携
正
い
ふ
こ
正
に
な
る
。

C
真
に
牧
入
よ
h
も
む
し
ろ
会
盆
に
一
塁
宣
言
を
置
き
た
る
税
に
於
て
、
共
税
の

自
滅
が
却
っ
て
税
の
目
的
に
温
う
古
い
ふ
こ
ご
が
あ
り
得
る
が
、
此
場
令
一
部
此
目
的
が
逮
せ
ら
れ
、
他
都
は
逮

せ
ら
れ
ぬ
ご
い
ふ
こ
言
、
な

h
得
る
。
然
る
さ
き
は
問
地
税
の
如
き
も
の
に
て
相
麗
ら
宇
問
地
た
る
も
の
ご
、
問

地
か
ら
刺
用
地
仁
移
さ
れ
た
も
の
正
の
問
に
不
均
衡
負
携
正
な
る
し
、
調
身
粒
子
無
税
の
如
き
も
の
に

τも
(
此

は
我
岡
に
は
ま
村
い
な
い
1

税
に
が
)
、
或
人
は
之
を
見
る
、
錦
め
に
配
偶
者
を
布
も
小
供
を
有
つ
こ
正
に
は
な
っ
た

Mr
、
其
飽
力
は
向
可
な
り
大
ぃ
。
而
炉
も
此
人
よ

h
ち
能
力
の
遥
か
に
乏
し
い
人
が
相
槌
ら
十
猫
身
無
子
を
続
け

て
此
枕
を
謀
せ
ら
る
、

zν
ム
ミ
正
が
起
つ

τ不
均
衡
負
鎗
正
な

h
得
る
。
ゆ
若
夫
れ
一
の
税
が
一
部
の
人
民
に

は
積
極
的
に
利
盆
を
典
へ

τ他
部
の
人
民
に
負
携
を
献
す
る
こ
正
、
閥
税
の
如
き
に
至
つ

τは
、
人
民
の
問
に
二

重
の
不
一
公
平
を
も
生
じ
得
る
{
註
凹
)
O

イ
ツ
ク
は
、
若
も
副
費
が
山
ザ
臨
闘
の
富
め
る
工
業
者
自
制
准
に
於
て
、
高
密
保
護
刷
耐
の
維
持
を
計
る
み
」
き
に
は
、
其
民
合
に
於
て
、
黒
滅

的
と
な
リ
、
不
品
平
を
品
哨
長
す
る
こ
と
L

な
る
と
い
ふ
て
居
る
。

{
駐
困
}

二
課
税
技
術
上
及
牧
入
政
策
上
の
理
由
に
出
づ
る
も
の

'
ハ
叫
所
得
税
!
ー
が
此
等
の
理
由
の
篤
め
に
思
ム
?
?
に
R

公
平
な
る
も
の

Z
な
h
得
ぬ
こ
ご
は
、
私
の
銃
に
詑
(

所
で
あ
る
が
叫
細
か
き
こ

Z
を
詮
議
せ
十
ご
も
、
大
き
な
蕗
で
も
、
例
之
、
我
国
法
に
て

ν
へ
ば
、
第
一
穂
法
人

拙者、租積研究、六普、 "9
Peck， Taxation and welfarc. p. 114・
拙者、租揖研究、三巻、 '95叫下、六器、 7'叫下。
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所
得
も
畢
覚
は
共
枇
員
の
所
得
に
外
な
ら
や
'
し
て
・
税
法
M
V

之
を
課
し
ゃ
う
ご
す
る
ご
せ
ば
.
比
一
率
な
る
課
税

は
能
力
多
様
な
る
一
肱
員
た
晶
も
の
に
ご
り
て
は
不
均
衡
な
負
携
ご
な
り
得
る
。
金
艦
上
大
な
所
得
を
も
っ
人
に

色
、
小
な
所
得
を
も
っ
人
に
も
匝
別
差
等
が
存
し
な
い
九
第
二
積
所
得
亦
た
天
引
課
税
な
の

rか
ら
、
小
所
得
者

大
所
得
者
が
一
様
に
課
税
古
る
、
こ

Z
、
な
っ
て
不
均
衡
ぜ
な
る
言
力
)
。
第
三
積
所
得
は
綜
合
累
進
、
人
的
事
情

加
味
を
も
行
っ
て
極
め

τR位
吊
T

の
や
う
に
は
見
ゆ
る
が
、
筒
入
所
得
の
綜
合
仁
っ
き
第
二
積
所
得
に
嘗
る
も
の
が

援
り

τ居
b
、
又
法
人
よ
b
の
配
蛍
に
四
割
引
を
行
ふ

τ居
る
ピ
け
綜
合
が
不
完
全
た
る
を
兎
れ
争
、
人
的
事
情

考
慮
が
不
揃
足
で
あ
b
、
負
債
利
子
控
除
の
不
十
分
な
る
が
錦
め
に
も
、

一
屠
大
な
所
得
者
が
小
所
得
者
に
比

L

τ異
に
均
衡
あ
る
大
な
負
携
を
錦
す
ご
い
ふ
こ
己
を
保
し
難
〈
、
川
畑
定
の
場
合
を
持
出
す
古
き
に
、
可
な
h
大
な

不
公
平
を
想
像
L
得
る
。

ロ
ビ
ン
ソ
ン
も
、
英
闘
の
掠
泉
謀
枕
が
徴
収
を
簡
単
と

L
、
枕
枚
入
を
噌
加

L
市
け
れ

E
も
(
即
ち
謀
輯
技
術
上
、
牧
入
政
策
上
白
目
的

に
は
趨
っ
た
が
)
、
今
一
惜
の
所
得
へ
の
製
品
時
粧
の
盛
抽
躍
を
困
難
な
ら
し
め
た
と
い
ふ
。

(
陸
五
)

別
牧
盆
税
|
|
に
て
は
我
闘
の
現
行
税
制
下
に
可
な

h
不
一
公
平
な
る
も
の
、
存
す
る
こ
ご
は
嘗
て
も
設
〈
通
h

で
の
ち
川
卸
も
地
租
正
管
業
枕
ご
の
み
か
ら
牧
盆
殺
が
構
成
せ
ら
れ
て
、
家
屋
税
資
本
利
子
税
を
依
〈
こ
己
に
於

て
、
土
地
所
有
者
崎
営
業
者
吉
、
家
屋
所
官
官
者
資
本
所
有
者
Z
の
聞
に
不
均
衡
が
著
し
き
の
み
で
な
{
、
地
主
己
管

業
者
Z
の
間
に
て
も
課
税
方
法
の
異
る
が
縛
め
に
不
均
衡
た
る
を
兎
れ
や
，
、
土
地
所
有
者
聞
の
み
に
つ

ν
て
見
る

拍
車
二
十
一
巻

(
第
五
貌

) 

六
五
九

論

議

組
軸
公
正
白
貨
現
雛

Robinson， PLlblic finance. p. .3S・
拙者、祖融研究、六番、 '75以 F、197以下。
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論

議

租
抵
公
正
の
寅
担
推

第
二
十
一
巻

(
第
五
鵠

一
) 

ヱハ
O

b
、
地
植
の
具
る
に
従
っ
て
税
率
異
h
、
地
調
唄
E
い
ふ
課
税
標
準
が
色
身
の
鰯
に

τ不
公
平
な
る
が
縛
め
、
勝
た

税
率
が
比
例
で
ゐ
h
、
土
地
開
係
以
外
の
人
的
能
力
、
負
債
閲
係
を
考
慮
せ
m
H

錫
め
に
も
不
n
公
平
た
h
得
る
。
蝿
百

業
者
聞
に
て
色
、
管
業
穣
類
の
異
る
に
従
ひ
て
課
税
標
準
が
異
b
税
率
の
其
る
符
柏
、
一
見
に
其
標
準
が
外
形
標
準

な
る
が
錦
め
に
叉
税
率
・
が
比
例
な
る
こ
正
、
賞
事
者
の
全
能
力
を
考
慮
せ
玄
る
こ
ど
の
柏
崎
め
に
も
不
公
平
た
b
得

る
。
今
度
の
政
府
の
改
税
案
が
行
は
れ
た
ご
し
て
も
、
術
ほ
土
地
、
資
本
、
信
業
正
、
家
屋
正
の
聞
に
不
均
衡
が

残
'p
、
家
尾
を
師
宵
ら

f
措
〈
正
し
て
も
、
土
地
、
資
本
、
替
業
の
聞
に
於
り
る
税
率
が
均
衡
を
得
て
居
ら
宇
、
特

に
資
本
の
方
が
替
業
よ
ち
重
〈
て
然
る
べ
き
に
却
っ
て
反
掛
の
負
鎗
ピ
な
b
、
課
税
傑
準
が
管
業
税
に
て
純
盆
に

な
っ
た
の
は
賀
行
上
の
困
難
富
山
G

は
別
ご

L
、
理
論
上
は
公
平
に
近
づ
い
た
の
で
あ
る
が
、
地
租
に
て
は
街
は
、

粗
な
る
飽
牧
盆
た
る
賃
貸
圃
慣
格
富
士
)
に
よ
り
、
共
も
各
地
片
の
費
地
に
つ
き

τ調
べ
る
の
で
な
〈
、

一
地
阪
内
の

岡
稀
土
地
の
一
中
均
的
の
も
の
を
採
る
ご
い
ふ
の
で
富
λ
)

賞
際
に
は
適
切
な
ら
宇
不
公
卒
な
も
の
ご
な
る
可
能
が

あ
る
o

替
業
税
に
て
は
所
得
税
原
則
の
行
は
る
、
結
果
ご
し
て
、
負
債
利
子
控
除
が
行
は
る
、
ニ
ピ
に
な
る
や
う

で
は
ゐ
る
が
英
も
全
部
で
は
な
〈
、

一
部
に
止
ま
b
、
又
地
租
や
資
本
利
子
税
で
は
此
が
行
は
れ
や
(
世
主
、
税
率

は
凡
ぺ
て
比
例
た
る
を
免
れ
宇
、
人
的
事
情
の
考
慮
は
行
は
れ
守
、
義
務
者
の
全
憾
の
能
力
は
岡
よ
り
此
等
り
何

れ
の
枕
に
て
も
考
慮
さ
れ
な
い
(
陸
一
O
)
O

的
も
其
等
以
此
牧
盆
税
を
探
る
以
上
に
巴
h
u
を
得
ぬ
こ
ご
で
は
ゐ
る
け

れ
Y
」
も
、
兎
も
角
色
此
品
腕
鮎
の
存
す
る
こ
E
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。



t 
度

て プ
闘ア
置盤 イ

にフ
語 ア
.1、 E
o fi 
替 、

韓民
にに
て 比
は1/;
土聖
地 高
中 開
家 L
屋て
由 居
如 る

o 

、 同

所〈
3弘、

白 普

堅苦
b包r.:
目て

安 は
と、

な 地

主要
寄屋
公軸
徐 に
自 由 号

楳 け
酷る
S孟よ
なり
いも
と牧
。H'畳

確
定

ぞコ

ー
実

(註
-
H
}

ロ
ツ
ツ
は
、
同
措
制
度
と
し
て
合
理
的
に
仕
組
ま
れ
た
る
枚
笹
枕
は
、
多
{
由
場
合
、
質
際
的
筒
人
的
な
る
純
牧
薩
て
は
な
{
し
て
、
制

定
的
可
能
的
な
る
枕
益
に
依
る
と
鵠
L
、
麗
ら
に
地
租
に
つ
き
、
不
醐
産
所
有
配
合
理
的
に
課
粧
し
』
で
う
と
す
れ
ば
、
土
地
の
坑
際
白
純
牧
品
世
田

年
々
の
動
指
に
追
跡
す
る
こ
と
聖
断
愈
し
た

t
て
は
な
ら
ぬ
。
む
し
る
中
間
的
可
摘
的
な
る
土
地
肱
盆
を
見
る
ζ

と
誌
な
る
。
之
が
楠
定
に
於

(
陸
七
)

て
、
筒
人
的
事
情
特
に
負
債
を
考
慮
。
外
に
置
晴
、
、
組
済
技
樹
、
販
路
嬰
臣
、
牧
躍
出
鼎
具
合
、
個
格
動
揺
に
依
る
年
々
の
艶
動
を
も
無
視
ナ
る

と
と
に
な
ら
な
〈
で
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
て
居
る
。

之
に
封

L
シ
コ
レ
ー
は
、
純
牧
症
で
な
〈
し
て
鰍
収
盆
又
は
楢
定
平
均
牧
盆
白
与
が
肱
空
間
梯
唱
と
な
る
と
き
に

M
E削
は
愈
土
ん
と
な
る

&
混
L
、
セ
リ
グ
マ

Y
也
、
地
租
で
は
組
収
盆
白
代
切
に
純
帆
盆
に
依
る
と
と
が
給
付
随
力
に
慮
ず
る
所
以
だ
と
い
ふ
。

{
B
A
}
前
山
詰
七
、

p
w
J
夕
、
シ
品
ア
レ
1
品
世
間
。
位
低
、
ロ
ツ
シ
ア
1
位
、
収
益
税
出
世
際
ゆ
収
益
に
依
、
b
ず
し
て
平
均
的
耽
益
に
依
り
、
此

に
識
不
公
平
が
あ
る
と
錯
し
、
プ
ア
イ
フ
ア
ー
も
、
平
均
に
依
り
、
土
地
の
去
を
分
科
が
唯
だ
見
積
に
よ
る
と
と
、
な
っ
て
失
敗
す
る
を
免
れ
ず

η
 

と
い
占
。

{
肱
九
)

ロ
ッ
uv

ア
ー
は
、
謀
説

T
ベ
き
止
産
的
目
力
に
存
す
る
負
債
が
純
総
た
る
牧
盆
枕
制
院
で
は
考
慮
せ
ら
れ
な
い
と

V
L
て
居
る
。

V

エ
フ
レ
ー
は
、
収
盆
秘
て
は
、
人
白
租
枯
力
が
ま
睡
と
し
て
判
断
さ
れ
な
ヤ
。
最
小
生
前
資
料
自
考
察
、
腫
越
さ
れ
た
る
家
族
事

情
、
大
さ
と
共
に
よ
る
組
枕
力
{
黒
趣
枕
)
出
考
服
せ
ら
る
L

己
主
が
由
来
な
い
と
い
ふ
。

(陸

-
O
)

の
交
通
枕

1
1に
τは
締
嫁
不
明
ご
い
ふ
こ
古
が
概
し
て
他
税
よ
り
も
著
し
い
だ
け
に
て
、
共
の
負
婚
の
ぬ
A
-

不乱公
M
T
が
初
め
よ
b
磁
的
に
い
ひ
難
い
所
で
は
あ
る
が
五
一
一
)
、
併
し
促
り
に
此
も
胸
係
者
に
は
蹄
す
る
も
の
ご

し
て
、
彼
等
が
課
税
古
る
べ
き
交
通
事
質
に
出
曾
ふ
機
曾
が
、
大
な
る
能
力
を
も
っ
者
仁
多
ν

Z
い
ふ
傾
は
あ
る

俸
二
十

4

品世

{
第
五
掛

一= 
) 

a

、.、
プ
プ

議

租
脆
時
正
由
貴
現
雌

論

Pfciffer， Staatseinnahmen. n. S. 192. 
Lotz， Fw. S. 283. 391. 
Sch民間e，Steuern 邑 T. S. 86. _ Selig田町1，E:;saIs in. taxation. 8 ed. p. J 4・
Roscher， a. a. O. I. S. 447-PEeis'c;' a. a. O. S. 167 
Roscher， ebenda. 
Scha田e，a. a. O. S. 86-7 

14) 
JO) 
16) 
]7) 

13) 
19) 



論

捜

租
粧
品
正
白
賞
現
離

第
二
十
一
魯

(
第
五
韓

回
} 

穴
六

-り
h
u
ど
も
、
必
て
も
然
b
t
の
み
い
ふ
ぺ
か
ら
や
，
し
て
・
小
抱
カ
者
に
一
屠
頻
繁
に
起
る
こ
ご
が
あ

b
得
る

し
、
同
一
割
合
に
現
は
る
、

εし
て
も
、
税
率
が
比
例
で
め
っ
た

h
、
又
は
む
し
ろ
多
(
磁
定
率
や
階
絞
率
が
遁

用
古
る
、
官
、
大
総
カ
者
が
小
飽
カ
者
に
比
し
て
過
軽
の
負
第
を
錯
す
E
い
ふ
こ
ご
が
生
じ
得
る
刷

{
陸
-
『
)

ロ
ツ
ツ
は
、
凡
〈
て
の
交
通
枕
に
共
掴
な
る
踏
は
、
如
珊
に
此
騒
が
働
〈
和
、
何
人
に
此
出
落
つ
る
か
白
不
硝
貨
に
於
て
、
公
平
翻
察

品
が
噛
だ
従
属
的
従
目
走
つ
と
め
る
と
止
で
あ
る
と
い
ふ
て
居
る
叫
が
査
期
続
四
凡
べ
て
と
い
ふ
て
は
首
ら
白
が
、
重
な
る
も
の
、
倒

J4
登
鎌

輯
印
紙
枕
な

rに
は
岱
る
・

伺
消
費
税

l
l
に

τは
、
輔
嫁
叉
は
負
捻
蹄
着
の
復
雑
の
骨
岬
め
に
必
A
Y
し
も
消
費
者
の
負
傷
ご
な
る
ど
は
限
ら

旧
制
り
れ
ど
も
、
其
は
立
法
者
の
俄
定
に
依
れ
ば
消
費
者
に
負
鎗
せ
ら
る
、
も
の
で
ゐ

h
、
叉
此
に
て
は
普
通
に
消

費
者
負
措
E
な
る
こ
ご
の
希
望
せ
ら
る
、
も
の
で
も
あ
る
(
排
轄
を
例
外
吉
す
)
か
ら
、
暫
ら
〈
此
が
消
費
者
の
負

曲
聞
に
備
す
る

E
Lて
考
察
す
る
の
に
、

共
に
は
負
婚
が
概
し
て
輯
易
に
戚
守
ら
る
、
ご
か
、
之
を
負
ふ
古
否
t
が

嘗
局
官
憲
の
恋
意
に
依
る
こ
E
少

L
己
い
ふ
刻
、
き
緩
和
測
は
あ
る
り
れ
yL
も
(
蝕
-
三
、
兎
も
角
、
大
所
得
者
さ
小

所
得
者
正
の
聞
に
均
衡
あ
る
負
掠
ご
な
る
正
い
ふ
こ
ど
は
難
〈
、
富
者
よ
b
も
貧
者
に
倒
合
に
重
〈
な
る
を
兎
れ

な
い
(
陸
一
守
。
時
正

L
τ
は
貧
者
一
炉
室
T
h
b翠
割
に
重
(
負
ふ

ζ
5
0
へ
起
る
富
一
回
)
O

特
に
必
要
ロ
間
続
仁

は
著
し
い
叫
必
要
目
問
税
が
止
め
ら
れ
て
酒
煙
草
砂
糖
骨
牌
、
綿
以
外
の
織
物
税
の
み
謀
せ
ら
る
、
ご
き
に
も
倫
ほ

矢
張
・
9
、
大
健
に
於
て
貧
民
が
割
合
に
重
い
負
槍
を
錯
す
古
い
ふ
帥
肺
結
は
な
〈
な
ら
な
い
富
一
五
)
O

骨
牌
の
如
(

Q
M
 

σa 
n
 

e
 

u
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s
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酒
の
刻
〈
品
質
の
等
差
に
よ
・
り
税
率
を
高
下
せ
守
し
て
、
確
定
率
を
謀

L
又
は
従
量
比
例
を
課
す
る
も
の
は
貧
民

過
重
の
嫌
が
最
大
い
(
註
一
宍
)
。
尤
も
織
物
殺
に
至
つ
て
は
従
煩
比
例
と
な
っ

τ居
る
か
ら
、
或
度
ま
で
富
者
E
貧

者
ぜ
の
悶
に
共
使
用
物
の
品
等
の
異
る
こ
ご
が
掛
酌
さ
れ
得
る
し
、
砂
糖
枕
に
て
も
従
量
比
例
で
は
あ
る
が
、
砂

糠
の
品
等
に
よ

h
別
回
調
の
税
率
が
遁
用
き
る
、

rけ
に
て
貧
者
富
者
の
能
力
に
相
臆
す
る
や
う
に
な
っ
て
居
る

'
し
、
煙
草
に
至
つ
て
は
専
寅
を
利
用
し
て
従
質
従
慣
に

τ
一
屠
此
手
加
減
が
行
は
れ
て
居
る
(
註
-
七
)
。

f
ア
バ
ン
は
、
間
接
税
は
直
接
枕
よ
り
も
一
層
、
負
描
感
心
粧

t
、
一
層
恋
意
少
き
も
の
だ
と
錯
す
岨

(
陸
士
一
)

(
陸
=
=
}

ペ
ツ
タ
は
.
胸
、
き
柑
設
に
屈
す
る
物
品
。
闘
枕
内
闘
消
費
積
は
一
般
に
累
滅
的
て
あ
明
、
制
裁
減
税
は
不
平
等
を
噌
加
す
と
潟
し
、
ジ
品

シ
セ
ン
も
時
ぽ
同
様
の
乙
と
を
い
ひ
、
ス
タ
ン
プ
も
、
大
肱
入
量
宙
ら
す
べ
き
物
自
給
は
暗

r縮
か
に
貧
民
的
上
に
反
封
累
越
と
な
る
止
錯
し
、

ホ
ッ
ク
も
、
一
般
需
製
品
税
は
富
者
よ
り
も
一
回
世
間
四
〈
賞
者
世
鶴
松
す
と
い
口
、
ヒ
ツ
ダ
ス
も
略
ぼ
同
様
の
こ
と
を
い
nv
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
、
大

量
刑
揖
品
揖
は
富
者
よ
り
も
貧
者
に
一
暗
彊
{
腸
ナ
主
焔

L
、
ポ

1
9
2
1
払
、
間
搭
積
は
車
濁
と
し
て
も
全
世
と
し
で
も
義
務
者
自
前
力
に
舵

捕
に
比
例
す
る
と
と
は
出
端
ぬ
と
低
す
叫

(
匝
-
回
}
ク
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
リ

l
u、
倹
約
者
肺
に
杏
班
問
者
が
消
費
税
を
最
中
一
〈
掛
ひ
、
牢
柴
者
特
に
浪
費
者
百
趨
か
に
其
能
刀
を
超
へ
で
梢
費

積
を
抑
ふ
主
注
意
し
て
尉
る
叫

{
陸
士
畠
)

プ
ア
イ
フ
ア
ー
は
之
に
ワ
い
て
眠
い
て
居
る
同
{
O
今
日
梢
費
税
を
諜
せ
ら
る
品
物
盤
中
山
最
品
川
宮
て
な
い
も
の
に
て
も
、
例
之
、
盟

草
に
て
も
年
々
玉
商
タ

1
ヲ

l
E
支
出
す
る

λ
討
、
百
タ
l
-
7
l
白
年
融
算
を
有
つ
捗
働
者
。
五
百
倍
の
煙
車
を
艇
用
す
る
と
い
ふ
ζ

去
を
得
自

主。

t
l
p
ュ
ー
も
、
時
ぽ
之
と
同
様
白
と
と
を
い
ふ
て
居
る

J
V

即
ち
十
高
法
の
枚
入
を
も
ワ
者
出
、
千
法
四
枚
入
者
白
百
倍
由
砂
措
を
消
費
し

な
い
と
@
但
L
彼
は
之
に
附
砲
し
て
、
砂
誠
、
葡
萄
酒
、
醐
排
枕
白
血
き
に
て
は
、
義
務
当
白
所
得
に
般
格
に
比
倒
て
世
な
{
止
も
、
其
&
或
闘

偏
に
は
あ
り
と
い
ふ
て
居
る
岨

議

論

租
相
公
正
由
貴
現
難

第
二
十
一
審

(
第
五
都

五

占，、
~. 
/ 、
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Pec:k， 1， C~ P・108-9. Iensen， Public finan~e. p. _ T8r. St~~p， Cur_rent 
problems in而nance-and governmcnt. p. .218. Hock， offentlichen Abga-
bcn und Sclmlden. S. 8少=--~. Higg~.. Þ~in~er o~ n剖 ionalfinance. p_己8_
Robinson， 1. c. p. 40. Beaulieu. T同 itedc la science dcs 6nanccs. 5 ed 
1. P.. 254 
KleInwachtcr， a. a. O. S. 2'2 
PfeifFer， a. a. O. S. 349. BeallliclI， 1. c. p. 356. 

24) 
25) 

26) 
目}

、""'''"'''̂同叫州f柑崎市制暢機桝昨帯構多内肘州I 山



!
l
i
i
 

論

盤

2
h
四

祖
勤
時
正
円
貨
現
灘

第
二
十
一
巻

(
第
五
掛

プミt
) 

{
駐
-
穴
}

開
ピ
シ
ツ
ン
は
、
消
費
時
出
従
駄
に
て
謀
せ
ら
る
?
と
き
に
は
、
貧
民
自
消
費
す
る
安
物
の
岬
閣
を
、
官
者
の
加
費
す
べ
き
高
備
品
の
伺

よ
り
も
一
厨
多
〈
商
品
る
ζ

と
誌
な
る
止
鎚

L
、
プ
ア
イ
フ
ア
ー
も
、
葡
萄
酒
量
課
秘
す
る
闘
で
は
泊
例
、
此
枯
が
分
世
に
従
っ
て
定
的
ら
る

‘
‘
。
新
{
て
賞
者
の
使
用
す
る
高
備
な
る
葡
萄
泊
に
と
り
で
は
金
{
値
い
積
と
在
る
け
れ
ど
も
、
貧
民
山
使
用
す
る
劣
等
泊
白
倒
は
詰
め
に
非
常

に
高
品
川
れ
る
と
と
与
な
る
と
い
ひ
、
前

1
リ
ユ

l
位
、
撫
し
て
い
ふ
と
、
不
事
に
し
て
珂
抜
歯
で
は
品
質
世
考
慮
す
る
と
と
が
閑
離
だ
£
い
ふ

2
 

て
居
る
。

(
陸
-
セ
)

夕日一
7
イ
Y
V
品
比
タ
ー
は
、
煙
車
軸
閥
枕
な

E
は
或
皮
革
て
黒
越
的
て
あ
る
@
何
と
な
れ
ば
比
が
安
い
物
よ
り
も
高
い
物
に
一
層
調
{

瞬
せ
ら
る
ゐ
か
ら
と
い
ふ
叩

何
地
方
税

l
lに
て
は
国
税
附
加
税
た
る
も
の
が
本
枕
に
準
じ
て
不
均
衡
で
あ
り
、
其
不
均
衡
を
靖
長
す
る
の

み
で
な
〈
、
特
別
税
た
る
戸
数
割
は
現
行
法
下
で
は
府
職
よ
ム
リ
市
町
村
に
配
賦
す
る
の
標
単
が
公
平
を
快
き
、
課

税
標
曲
中
其
も
の
も
不
満
足
で
あ
hJ
、
税
率
の
累
進
た
ら

g
る
こ
ピ
も
同
様
で
ゐ
る
。
改
税
案
に
よ
b
市
町
村
稔
ご

な
る
正
し
て
も
配
賦
以
外
の
鮎
に
於
げ
る
快
鮎
は
残
る
。
家
屋
枕
に
は
前
に
地
税
に
つ
き
い
1

ふ
た
や
う
な
侠
貼
が

ゐ
-
L

リ
、
英
響
楽
枕
が
外
形
標
準
・
に
依
る
に
於
て
、
現
行
岡
枕
且
官
業
税
ピ
同
様
な
快
貼
が
あ
h
、
雑
積
税
仁
至
つ

τ

は
一
屠
下
府
民
苛
め
の
弊
が
大
ぃ
。

第

段

能
力
な
き
人
に
査
指
せ
し
め
ら
る
〉
場
合

ト
能
力
な
き
人
の
意
義
|
|
税
税
が
R

公
正
に
反
す
る
他
の
場
合
は
税
が
能
力
な
き
人
に
負
捻
せ
し
め
ら
る
、
場
合

Robinson， 1. c. p. 40. Pfei目fer，a. a. O. S. 367. Beaulieu， 1. c. p. 257 
Kleinwachter， a. a. O. S. 1I3 
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で
あ
る
が
、
之
を
説
明
す
る
前
に
、
能
力
な
き
人
Z
は
何
か
を
定
め
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
o

一
児
家
其
の
能
力
ゐ
h
z
J
t
い

ひ
、
之
な
し
Z
い
ふ
限
界
を
明
確
に
指
示
す
る
こ
E
は
太
だ
難

ν。
之
を
精
密
に
示
す
こ
さ
は
出
来
な
い
。
回
よ

.
。
主
計
は
所
得
の
或
皮
に
て
定
む
る
の
外
な
き
こ
ご
は
今
日
の
税
に
闘
す
る
通
義
径
一
八
)
よ

h
L
て
は
嘗
然
ご

L
て

も
、
其
所
得
金
高
の
何
の
貼
か
ら
し
て
能
力
な
し
ご
し
て
然
る
べ
き
か
。
所
得
税
に
は
兎
枇
駄
を
有
つ
が
、
其
が

標
準
V
H
E
は
必
宇
し
も
い
ひ
難
い
。
其
は
直
接
税
を
課
す
る
に
課
税
技
術
上
都
合
の
良
き
所
を
定
め
た
も
の
で
、

可
な
h
高
〈
な
っ
て
居
る
。
随
ふ
て
此
貼
以
下
の
も
の
で
も
枕
が
聯
微
な
れ
ば
負
憶
し
得
ら
れ
、
叉
之
を
し
て
負

携
せ
L
め
夏
ら
に
納
税
せ
し
め
た
方
が
岡
氏
自
覚
を
強
め
る
の
仁
は
良
い
E
思
ふ

r一九
)
O

牧
入
を
血
中
ぐ
る
上
か

ら
も
必
要
で
あ
る
。
極
貧
者
た
ら

5
る
以
上
は
能
力
あ
り
ご
し
て
負
指
せ
し
め
て
可
ご
思
ふ
。
卸
も
此
意
味
で
は

極
貧
者
に
し
て
初
め
て
無
能
力
者
ご
な
る
。
尤
も
其
極
貧
の
度
合
は
精
密
で
は
な
い
I
o
併
し
叉
併
に
所
得
税
ざ
い

ふ
基
本
税
仁
品
目
税
貼
が
あ
る
以
上
は
、
之
が
呂
田
枕
貼
を
以
で
、
共
闘
民
の
文
化
自
然
的
に
生
活
上
必
要
な
る
最
小

限
度
の
所
得
の
大
吉
を
公
定
し
た
も
の
ご
も
い
は
れ
得
る
。
随
ふ

τ此
以
下

ωが
無
能
力

r
z
い
ふ
こ
ご
に
も
意

義
ゐ
h
t
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
其
慮
で
下
に
前
者
を
第
一
義
、
体
偶
者
を
第
二
義
己
し

τ別
々
に
考
察
す
る
。

(陸

-
A
)
ス
タ
イ

ν
は
、
凡
べ
て
由
輸
は
所
符
稔
て
あ
ハ
ソ
て
、
此
貼
に
つ
き
都
世
賞
際
共
に
一
致
す
と
錯
し
、
ゾ
ヨ

l

y
ス
も
、
結
果
に
て
は
筑

際
、
凡
ベ
て
白
枕
が
所
得
抵
で
あ
る
。
即
ち
其
撃
の
も
の
は
凡
べ
て
所
持
か
ら
し
て
川
崎
さ
る
ミ
支
抑
だ
と
い
ふ
こ
冒
と
に
な
る
と
い
ふ
同

{
睦
-
九
)

z

t

ン
パ
ー
ト
は
、
新
し
き
樫
詑
は
、
岡
家
白
批
望
及
生
存
品
加
担
か
見
出
資
し
て
、
租
枕
に
於
て
、
各
筒
人
山
岳
櫨
及
同
家
的
金
鑑
定
忠

に
封
す
る
品
揺
な
る
義
捗
履
行
に
件
な
ら

f
る
も
の
と
解
ナ
と
い
ふ
て
居
る
。

議

論

租
枇
公
正
申
貨
現
離

第
二
十
一
審

(
第
五
続

b 
) 

ハ六一主

相l著、租稀研究、一巻、 9S-6
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第
二
十
一
巻

(第
E
都

A 
) 

司、司、
4

、

J
F
J
'
d

，
 

叢

租
崎
公
正
由
貴
現
離

請

一
斗
第
一
義
に
於
け
る
無
能
力
者
の
負
第
す
る
場
合
1
1此
場
合
は
極
め
て
少
い
。
り
れ
Y
』
も
其
が
消
費
税
に
は
起

る
。
消
品
質
税
で
は
性
質
上
遊
〈
べ
か
ら
や
，
に
無
能
力
者
に
も
負
婚
の
機
曾
を
作
品
へ
健
二
O
)
。
其
機
曾
な
き
消
費
税

古
い
へ
ば
富
者
の
み
の
消
殺
す
る
物
に
劃
す
る
費
修
税
に
り
で
あ
っ

τ(世
ニ
一
)
、
其
他
は
遁
例
謀
せ
ら
る
、
が
如

き
脊
修
品
杭
例
之
、
酒
煙
草
骨
牌
砂
概
税
な
ど
で
は
貧
乏
人
の
負
掬
す
る
機
曾
が
少
〈
な
い
。
ま
・
し

τ必
要
品
税

は
到
底
極
貧
者
を
も
課
し
な
い
揮
に
は
往
か
な
い
(
龍
ニ
ニ
)
O

而
か
も
此
の
如
き
貧
民
税
正
し
て
好
ま
し
か
ら
ぬ
税

が
多
〈
の
闘
に
て
財
政
牧
入
か
ら
し

τ除
去
す
る
・
』
E
の
出
来
な
い
の
は
(
位
三
一
)
遺
憾
で
あ
る
。

ス
タ
シ
プ
は
、
観
者
位
、
間
接
粧
の
晴
加
が
貧
民
の
負
描
噌
加
を
意
時
す
る
己
&
を
指
摘
す
る
ζ

冒
と
に
よ
り
て
共
新
駒
田
費
浩
監
抗
野

明

L
得
・
と
い
ふ
て
居
る
。

(
陸
ニ

O
)

{
控
ニ
】
)

だ
か
ら
し
て
ず
ア
イ
ア
ア
ー
は
、
純
者
静
物
担
上
白
消
費
績
が
最
良
の
も
の
だ
と
い

L
。

シ
品
フ
レ
ー
は
、
必
要
品
は
租
軸
力
を
示
さ
ず
主
品
川
、
セ
り
グ
マ
シ
は
、
消
費
続
物
怪
が
畠
型
的
性
質
を
も
っ
と
き
に
は
、
節
制
あ

る
消
費
者
に
不
首
な
る
残
酷
を
践
す
る
も
の
だ
k
い
ふ
て
居
る
。

(
健
二
ニ
)

プ
ア
イ
ア
ア
ー
は
、
間
接
植
の
宇
う
に
多
軟
な
も
り
を
断
怠
ナ
る
ζ

と
に
肘
政
が
決
心
す
る
ζ

と
は
蓋
総
て
な
い
と
い
ふ
て
居
る
り
は

今
も
仰
多

t
o固
に
慌
る
。
た
ピ
一
八
六
一
年
山
珠
算
疏
説
に
て
グ
ラ
ツ
ド
ス
ト
l

y
封
、
直
接
枕
と
間
接
枯
と
在
、
豊
か
な
財
産
を
も
っ
二
人

{
位
二
三
)

の
美
人
目
娘
に
比
喰
し
た
所
で
あ
る
の
に
、
今
日
英
閣
に

τニ
者
の
問
に
大
な
阻
隔
が
出
端
て
、
直
接
枕
が
遥
か
に
議
き
ま
成
す
ζ

と
に
な
ワ
た

舗

の
は
興
味
あ
る
現
品
酷
で
あ
る
。

を(三}
生第
すこ
る議
。 に

於
け
る

事匝
能
力
者
負
擦
の
場
メ入・4

無
能
力
者
を
第

義
ご
す
.る

ピ
き

一
層
多
〈
無
能
力
課
税

St叩け.1. c. p._ 2~ 
Pfeitfer， a. a: O. S. 366. 
Sclla"ffle， a. a. O. S. ~:qo. Scligman， Pending problclUs in public finance. 
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い
則
一
公
盆
上

l
lの
理
由
か
ら

L
て
問
地
秘
を
認
す
る
己
き
に
は
、
遊
ば
し
て
あ
っ
て
生
悼
の
生
じ
な
い
土
地
に

認
す
る
こ
吉
、
な
h
、
其
が
相
官
に
大
な
所
得
を
も
っ
人
の
で
め
れ
ば
良
い
が
、
夫
の
所
得
税
の
兎
枕
貼
以
下
度

の
小
所
得
者
の
偶
々
有
つ
此
樺
の
土
地
に
此
が
謀
せ
ら
る
、

Z
き
仁
は
、
勢
ひ
無
能
力
者
謀
枕
ご
な
る
。
其
は
巳

hu
を
得
凶
・
』
ご
で
は
あ
る
が
。

B
課
税
技
術
及
枚
入
政
策
上
の
理
由
に
出
づ
る
も
の

い
所
得
税
|
|
に
て
第
二
関
所
得
税
で
は
第
三
種
か
ら
い
へ
ば
免
税
貼
以
下
に
属
す
ぺ
き
人
に
課
税
せ
ら
る

、
の
機
曾
が
生
す
る
。
第
一
一
概
法
人
所
得
を
枇
員
た
る
筒
人
へ
の
課
税
ご
す
れ
ば
、
同
鎌
の
こ
ピ
が
生
宇
る
。
第

三
極
所
得
仁

τ色
、
負
債
利
子
控
除

ω不
充
分
か
ら
し
て
、
本
来
此
が
十
分
行
は
れ
た
な
ら
ば
見
枕
さ
る
べ
き
も

の
が
課
税
さ
る
、
ζ

ご
に
も
な
る
。

何
枚
盆
枕

l
l現
制
下
で
は
所
得
税
か
ら
し
て
は
免
税
動
以
下
に
あ
る
者
百
離
も
・
地
税
や
傍
業
税
は
課
せ

ら
れ
る
機
曾
が
あ
る
。
晶
画
業
税
に
免
税
貼
は
あ
っ
て
も
其
は
所
得
税
の
よ
h
は
低
い
場
合
が
少
〈
な
い
1
0

英
等
の

課
視
標
準
が
外
形
的
な
る
こ
ご
、
負
債
其
他
人
的
事
情
考
慮
な
き
こ
古
も
が
、
此
等
の
牧
盆
税
を
L
て
此
が
純
盆
に

依
ム
リ
且
つ
夫
の
事
情
が
考
慮
さ
れ
た
な
ら
ば
無
能
カ
者
ピ
い
ふ
べ
き
人
に
も
謀
せ
ら
る
、
機
曾
を
作
品
(
註
ニ
四
)
。

今
度
の
改
税
案
が
行
は
れ
た
ご
し
て
も
、
地
租
管
業
税
り
課
税
標
準
が
所
得
叉
は
其
に
迂
き
も
の
に
縫
っ
た
だ
け

は
良
い
が
、
併
し
田
畑
地
租
の
現
行
地
舗
に
で
ニ
育
園
、
修
業
稔
の
管
業
純
盆
四
百
困
皮
の
兎
校
勘
で
は
、
所
得

議

酋

租
融
公
正
由
貿
現
難

(
第
五
脱

第
二
十
一
巻

丸
) 

ハ
大
七

捕者.租積研究、車替、 278以下。
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第
二
十
一
審

(
第
五
蛾

叢

O 
) 

一、-、、
一〆プ

F

前

租
枕
盛
正
由
貿
現
酷

税
の
見
殺
附
間
以
下
に
属
す
る
者
に
も
課
税
の
機
曾
が
多
〈
生
守
る
。
此
際
負
債
其
他
人
的
事
情
考
慮
な
き
こ
E
叉

は
共
の
不
十
分
な
る
こ
E
も
が
一
屠
此
機
曾
を
多
〈
す
る
(
註
二
五
)
。
地
租
に
於
け
る
地
煩
又
は
賃
貸
債
格
税
で

は
、
土
地
の
偶
々
不
利
用
正
吉
れ
党
場
合
じ
も
課
税
さ
る
、
機
舎
を
作
h
、
前
記
の
勢
を
助
長
す
る
。

{
量
二
回

)
3
2
2
2
1
q
牧
盆
枕
て
ば
租
秘
義
務
者
白
人
的
事
情
に
高
を
採
ら
ざ
る
と
と
、
此
封
負
債
に
考
慮
を
摘
は
ぎ
る
と
と

叫
即
時
間
酷

H
不
公
平
と
な
る
と
し
、

V

L

J

レ
ー
も
、
枇
益
挫
で
は
、
取
壷
漣
持
田
鈍
め
に
負
債
を
局
L
、
之
に
謝

L
て
制
子
量
抑
ふ
べ
告
者
が
、

同
一
枚
益
。
仙
の
物
件
の
輔
偵
の
牧
盆
抽
主
峰
と
同
一
に
謀
枯
せ
ら
る
と
い
ひ
、
ロ
ツ
ツ
も
、
同
ム
沼
田
地
代
が
下
り
、
且
古
田
骨
白
土
地
所
有
者

の
え
な
負
債
が
存
す
る
と
き
広
位
、
地
租
は
公
平
と
は
な
り
得
ぎ
る
こ
と
誌
な
る
止
い
ふ
て
居
る
句

(
陸
ニ
五
)

前
詰
ニ
凹
参
問
。

は
交
遇
税
1
1就
中
、
整
録
税
印
紙
税
に
て
も
此
意
義
の
無
能
カ
者
の
負
鎗
す
る
機
曾
は
可
な
・
9
多
い
(
詰
ニ

(
註
ニ
穴
)
シ
ェ
フ
レ

B
は
、
交
祖
秘
て
は
一
般
に
は
(
部
分
的
に
は
良
い
が
)
謀
粧
す
べ
き
力
が
臨
め
ら
れ
な
い
と
い
ふ
が
、
品
質
際
、
借
金
で
困
り

説
い
た
後
に
少
し
許
の
土
地
を
酎
耳
目
ソ
た
人
に
謀
せ
ら
る
-
h

此
栢
山
路
の
削
き
は
貨
に
可
盈
柑
な
も
の
で
あ
る
。

に
消
費
税
ー
ー
も
普
通
の
其
れ
、
恰
か
も
我
岡
山
り
現
行
制
の
程
度
の
も
の
は
、
此
和
的
無
能
力
者
の
課
税
正

な
る
機
曾
多
き
を
見
れ
な
い
(
詰
二
七
)
O

ま
た
此
税
を
以
て
恰
か
も
此
穫
の
所
得
税
の
見
税
貼
以
下
の
者
を
課
す
る

矯
め
の
避
〈
べ
か
ら
古
る
手
段

r
zも
属
々
言
は
れ
て
居
る
(
泊
二
凡
)
O

消
費
税
仁
て
は
通
例
、
課
税
技
術
上
、
消

費
者
の
人
的
事
備
を
考
慮
し
て
謀
否
を
定
め
る
こ
ど
が
難
い
。
政
税
案
下
仁
必
要
口
問
又
は
必
要
費
税
が
な
(
な
る

Scha日e，'1. a. O. S. 86. LOt2. a. a. 0 Kleinwachter， a. a. o. S. 175 

s. 39'. 
Sch誌由e，a. a. o. S. 244・

38) 

39) 



け
れ
Y
』
も
・
前
残
る
所
の
消
費
税
じ

τ此
輔
の
無
能
力
者
課
税
が
生
宇
る
。
特
に
飲
酒
癖
の
去
b
難
き
人
に
て
は

一
屠
甚
し
い
で
あ
ら
う
(
註
二

'a。

(
陸
二
七
)

ス
タ
ン
プ
は
、
百
六
十
萄
O
英
聞
の
駕
既
得
税
完
結
引
に
よ
っ
て
貨
車
捗
働
者
自
所
特
殺
を
韻
せ
ら
る
誌
は
掴
め
て
少
般
に
止
ま
り
、

質
取
持
働
者
卸
ち
人
目
白
十
分
九
は
直
接
説
の
限
界
以
下
に
あ
り
、
骨
骨
が
間
接
枕
に
よ
り
て
諜
枕
さ
る
誌
の
仕
事
賞
だ
と
い
ふ
凶

(
腔
二
八
)
ロ
ツ
ツ
は
、
内
圃
消
費
曲
目
回
的
は
第
一
位
に
、
直
接
結
相
蹴
積
を
諒
す
る
内
出
品
費
小
牧
止
な
る
べ
き
尉
き
民
衆
に
謝

L
、
多
砂
無

菅
捕
に
、
而
か
も
央
断
科
に
会
(
無
考
成
と
い
ふ
の
て
な
〈
て
踊
枕
す
る
と
と
だ
と
い
口
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
も
、
此
間
接
枯
出
、
直
接
結
賦
訴
の
困

難
な
る
貧
民
階
紐
に
抽
唱
す
る
方
偲
だ
と
い
ふ
こ
と
に
て
一
般
に
鼎
誕
さ
る
と
話

L
、
レ
ヲ
シ
ヒ
!
は
、
最
地
歩
し
た
る
民
主
土
嘩
の
行
は
る
L
場

合
に
も
、
間
接
抽
出
吾
入
山
財
政
制
此
中
に
盆
々
大
な
役
員
を
行
ふ
と
錦
し
、
ヒ
ツ
グ
ス
は
、
人
民
自
大
世
出
所
持
稔
を
兜
ぜ
ち
れ
相
続
枯
を
も

憎
ん

E
牧
拍
な
い
だ
け
で
は
、
彼
等
が
岡
山
立
に
買
臥
す
る
り
は
漸
(
間
接
結
に
よ
る
の
み
だ
と
い
ふ
と
と
が
間
接
枇
維
持
論
械
だ
と
い
ふ
叫

全
〈
此
種
目
勘
押
な
か
ら
し
め
で
っ
と
す
れ
ば
綜
什
者
修
柑
て
も
課
す
る
か
、
宮
者
白
み
目
他
刑
す
る
者
静
品
桔
を
部
ナ
る
か
の
升
な
い

(
註
ニ
丸
)

川
地
方
税

l
l仁
て
は
周
税
附
加
枕
が
本
税
に
準
じ
て
弱
貼
を
も
つ
の
外
、
家
屋
税
、
戸
数
制
、
章
義
、

雑
栴
税
等
の
特
別
税
に
て
も
、
勢
ひ
第
二
義
の
無
能
力
謀
枕

ω機
舎
が
多
〈
生
Ar
る
。
恐
ら
〈
地
方
税
ぜ
し
て
之

を
遊
〈
る
が
如
き
税
制
を
作
る
こ
Z
は
困
難
で
あ

h
、
叉
貨
に
其
必
要
も
な
か
ら
う
ご
思
ふ
。

第
三
段

能
力
あ
る
人
の
責
携
を
兎
ず
る
場
合

↑n
位
盆
上
の
理
由
|
|
に
依
・
9
て
飽
カ
ゐ
り
な
が
ら
も
田
幸
ら
れ
る
場
合
は
、
割
私
が
別
の
論
文
に

τ設
〈
所
の
如

論

書室

租
枯
時
正
の
賀
現
難

第
二
十
一
巻

(
部
五
腕

ー
ー
) 
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誼

叢

L
で
あ
る
o
其
最
著
L
い
例
は
、
従
来
に
於
り
る
所
得
税
に
て
岡
債
所
有
者
の
利
子
所
得
を
見
守
る
も
の
、
如
き

租
粧
品
正
白
貨
現
難

{
第
五
披

第
二
十
一
審

一一) 

ハ
七

O

で
あ
る
。

二
課
税
技
術
及
牧
入
政
策
上
の
理
由
に
よ
る
も
の

件
所
得
税
|
|
仁
て
課
枕
技
術
上
兎
じ
て
居
る
例
は
、
傍
刺
の
事
業
に
風
せ
ざ
る
一
時
の
所
得
の
免
税
、
法
人

よ
b
受
〈
る
利
盆
又
は
利
息
の
配
賞
又
は
剰
偽
金
の
分
配
の
四
割
控
除
の
如
き
で
あ
る
。
其
第
一
の
も
の
、
兎
税

の
結
果
正
し
て
、
此
の
如
き
所
得
の
頗
る
大
な
る
も
の
が
税
を
免
れ
る
の
は
会
正
に
は
反
す
る
し
、
そ
れ
か
ら
第

ニ
の
も
の
に
て
何
等
此
株
等
を
も
つ
に
つ
き
借
入
金
負
債
な
ー
を
し
な
か
っ
た
者
の
如
き
は
、
別
に
四
割
控
除
を

せ
ら
れ
る
必
要
な
き
も
の
た
る
に
拘
ら
十
其
恩
典
に
奥
か
る

rけ
で
は
池
宮
に
幾
な
負
擦
を
す
る
-
」
正
に
な
る
。

是
れ
亦
託
会
正
に
反
す
る
。
併
L
此
等
は
貨
は
技
術
上
巳
U
e
T
得
す
斯
の
如
〈
仁
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

向
山
牧
盆
税
1
1
に
て
も
今
度
の
改
税
案
に
て
地
租
の
兎
税
貼
を
定
む
る
の
に
、
一
市
町
村
内
に
て
の
集
計
に
よ

る
が
錦
め
、
可
な
b
大
な
土
地
の
所
有
者
が
敷
市
町
村
に
其
土
地
を
分
散
す
る
こ
ご
に
よ
り
て
負
携
を
兎
る
、
の

結
果
ご
な
る
。

C
交
通
税

l
lに
て
も
、
例
之
、
登
録
税
の
如
き
、
土
地
の
所
有
者
が
其
を
寅
買
も
せ
十
抵
賞
仁
も
入
れ
子
、

正
す
れ
ば
殆
ど
之
を
納
む
る
機
曾
な
(
、
相
絹
枝
の
如
き
に
し
て
も
或
人
が
非
常
に
長
命
を
保
も
、
普
通
人
の
三

倍
長
〈
生
き
た
E
限
定
す
れ
ば
、
普
通
人
の
三
分
一
の
負
携
を
錯
し
、
此
に
よ
b
其
二
割
分
を
弛
れ
た
Z
岡
結
果

捕丈、公益上回兎括、担消論議、二十巻、ニ齢、 2)以下。42) 
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ご
な
る
。
其
れ
か
ら
印
紙
殺
に
は
見
積
動
あ
る
も
の
が
少
(
な
い
が
、
其
は
賞
は
一
通
で
あ
る
べ
き
の
を
敷
過
に

分
り
る
吉
、
之
を
合
法
的
に
遮
脆
し
得
る
こ
ご
に
も
な
る
(
健
三
O
)
O

(
健
三
口
)

♂
品
ン
セ
シ
は
、
雇
主
が
二
十
舟
以
上
白
銀
行
小
切
手
に
焼
け
る
拾
を
遡
れ
る
鴻
め
に
、
五
十
七
弗
白
週
賃
金
由
主
摘
を
鵠
す
に
つ
き

三
田
十
九
滞
づ
誌
の
小
切
手
を
作
っ
た
と
し
た
ら
、
共
仕
「
訟
待
上
に
は
仕
方
が
た
い
が
)
撹
義
的
で
あ
る
か
何
う
だ
か
と
い
ふ
て
賠
る
叫

)
 

佃
消
費
税

l
lに
て
は
能
力
は
大
な
れ
ど
も
節
制
あ
る
消
費
を
潟
す
人
の
如
、
き
は
、
必
要
日
開
叉
必
要
品
質
税
の
之

な
き
に
於
て
、
例
之
、
今
度
の
改
税
案
が
通
ほ
っ
た
ら
殆
ん
Y
」
全
〈
之
を
負
は
F
る
?
』
吉
、
な
り
得
る
「
世
三
こ
。

精
々
少
々
の
砂
糖
税
位
を
負
ふ
こ
ご
は
免
れ
凶
で
あ
ら
う
が
、
其
他
は
酒
に

L
ろ
煙
草
仁

L
λ
骨
牌
仁

L
ろ
、
綿

以
外
の
織
物
に
し
ろ
消
費
し
な
い
で
指
〈
ご
い
ふ
こ
ご
は
課
の
な
い
V

こ
芭
で
あ
る
。
尤
も
此
税
が
他
方
に
会
盆
上

の
理
由
か
ら
能
力
は
あ

h
な
が
ら
も
蒐
税
せ
ら
る
、
も
の
に
或
度
の
負
強
を
潟
す
機
曾
を
有
た
し
め
て
兎
税
の
過

大
恩
典
を
緩
和
す
る
の
手
段
ぜ
は
な
ち
得
る
(
註
一
三
)
。

へ
健
三
一
)
ホ
ッ
ク
は
、
富
者
。
需
製
品
白
上
心
掛
も
、
謀
説
品
以
外
の
も
白

E
謹
む
と
と
に
よ
ワ
て
容
易
に
腕
れ
持

k
a
L、
ヒ
ツ
グ
ス
も
、
此

種
白
間
接
結
は
随
窓
的
。
も
D
で
あ
っ
て
、
制
煙
草
走
場
ま
な
け
れ
ば
之
が
軸
を
描
る
A

こ
と
が
山
車
る
と
い
ふ

τ尉
る
。
き
れ
ば
寄
て
ゴ
ツ
シ

エ
シ
が
茶
の
闘
祉
を
臥
る
幽
い
嵐
山
U

人
直
積
と
呼
び
、
之
な
(
凡
て
は
人
口
白
大
部
分
が
闘
の
蔵
入
に
何
撃
の
貢
献
を
し
な
く
な
る
か

ιと
い
ふ

白
で
其
個
減
案
に
反
割

'
v
h
u
も
一
週
在
告
に
島
ら
ず
で
あ
る
凶

(駐
Z
-
一
)
ロ
ツ
ツ
位
、
山
富
祉
の
一
特
徴
と
し
て
、
階
紐
的
周
家
の
内
部
に
て
、
世
舎
の
特
椴
階
級
の
一
租
粧
品
躍
に
持
け
る
考
慮
か
ら
解
甘
す
る

回
可
能
を
事
げ
て
居
る
叫

祖
枕
公
正
白
寅
羽
難

叢

論

第
=
十
一
審

(
第
五
腕

= -
} 

六
七

Z
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nr 
c
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第
二
十
一
魯

(
第
五
貌

三
回
}

大
七
ニ

論

叢

程
描
公
正
田
貨
現
難

章者

論

以
上
要
之
、
由
来
、
租
税
の
制
定
に
て
は
能
カ
原
則
を
非
常
に
重

L
E
第

L
、
之
に
よ

h
τ
配
税
し
ゃ
う
ご
し

τ師
刷
る
苦
心
す
る
所
だ
が
、
会
盆
上
の
必
要
ゃ
、
財
政
枚
入
政
策
課
税
技
術
上
の
理
由
ゃ
に
動
か
き
れ
て
麗
々
之

を
破
・
り
、
能
力
に
応
じ
て
不
均
衡
£
な

b
、
能
力
な
き
も
の
に
融
枕

L
‘
能
カ
ゐ
る
も
の
を
見
守
る
の
場
合
少
〈

な
h
v
o

郎
も
結
果
ピ
し
て
何
Z
し
て
も
大
な
不
一
公
平
が
殆
ん
ど
嫡
疾
の
や
う
仁
残
る
。
然
る
ご
き
は
租
税
公
正
原

則
に
封
し
て
失
望

L
、
其
を
無
意
義
の
や
う
に
も
大
観
す
る
ニ
言
、
な
b
得
る
が
、
併
し
其
は
あ
ま
り
に
早
計
で

ゐ
b
短
気
に
過
「
る
。
一
克
来
、
租
税
仁
つ
い
て
は
論
理
的
に
或
原
則
を
押
し
貰

f
こ
Z
の
難
ハ
ー
も
の
で
、
歴
史
的

の
範
鴫
正

L
て
諸
多
の
世
情
を
可
及
的
考
慮
す
イ
き
も
の
村
い
ご
い
ふ
ニ
ぜ
を
顧
み
る

Z
き
に
話
三
三
)
、
能
カ
原
則

の
例
外
多
量
事
賞
は
、

む
し
ろ
原
則
の
一
一
膚
の
高
調
に
よ

h
て
、
出
来
る
ピ
け
其
例
外
hz
少
〈
し
て
原
則
に
副
は

し
め
る
の
必
要
を
成
骨
云
る
を
得
ぬ
。
夫
の
原
則
を
無
意
義
正
す
る
よ
b
は
、
其
を

Lτ
一
居
意
義
あ
ら
し
む
る

潟
め
に
カ
を
用
ゐ
る
の
肝
要
己
い
ふ
こ
正
に
気
付
か
な
げ
れ
ば
な
ら
m
H
O

ヲ
グ
ナ
ー
が
、
組
設
は
闘
民
組
祷
及
特
に
公
共
闘
鵠
申
財
政
組
梼
に
於
け
る
絶
謝
的
純
餌
済
的
範
囲
唱
で
は
な
{
し
て
、
唯
だ
一
回
歴
史

法
制
的
範
鴎
だ
と
い
ふ
が
の
位
陣
ふ
べ
き
白
岡
て
あ
る
。

(
陸
軍
三
)
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